
群馬県警察高速道路交通警察隊

平成２０年６月１日、改正道路交通法施行

後部座席のシートベルトの着用義務付け
道路交通法第７１条の３

前席乗員が頭部に
重傷を負う確率が
着用時の５１倍！

シートベルトを
しないと致死率
約１０倍！


